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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成３０年１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２９年６月８日 １８時０５分ごろ 

発生場所 福井県福井市鷹巣
た か す

漁港北西方沖 

 鷹巣港灯台から真方位３００°３.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°０９.７′ 東経１３５°５９.８′） 

インシデントの概要 

 

 漁船漁
ぎょう

勝
しょう

丸は、北西進中、主機が異音を発生し、運航不能となっ

た。 

インシデント調査の経過  平成２９年９月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 漁勝丸、１４トン 

ＦＫ２－２３０５、有限会社上野漁業 

 １８.４８ｍ×４.３４ｍ×１.７０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８２kＷ、平成１５年７月２３日 

 第２４４－２０９４５号（船舶検査済票の番号） 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１３年７月２７日 

  免許証交付日 平成２５年２月４日 

         （平成３０年２月３日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、底びき網漁の目的で、平成２９

年６月８日１７時５０分ごろ福井県坂井市安島
あ ん と

岬西方沖の漁場に向け

て鷹巣漁港を出港した。 

 本船は、主機を回転数毎分約１,５００にかけ、約１０.５ノットの

対地速力で鷹巣港北西方沖を北西進中、１８時０５分ごろ主機が異音

を発した。 

 船長は、操舵室で操船していたところ、主機の異音を聞き、主機を
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運転することができないと判断して直ちに主機を停止した。 

 船長は、所属する漁業協同組合及び機関修理会社に救助を要請し、

来援した僚船にえい
．．

航されて鷹巣漁港に入港した。 

 本船は、主機を陸揚げして点検した結果、５番シリンダのピストン

及びシリンダライナの焼付き及び割損、全シリンダのピストン及びシ

リンダライナに縦傷、全シリンダのクランクピンメタル等に焼付き、

５番シリンダのピストン冷却ノズルの曲損、潤滑油ポンプの破損等が

認められた。（写真１～４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 写真１ ５番シリンダの      写真２ ５番シリンダの 

 ピストン割損状況①        ピストン割損状況② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真３ ５番シリンダの     写真４ ５番シリンダの 

 シリンダライナ割損状況①    シリンダライナ割損状況② 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

その他の事項  本船は、ふだん、船長が出港前に主機の潤滑油、冷却水及び燃料の

量、主機及び周辺機器からの油漏れ、水漏れ状況等の点検を行った上

で主機を始動し、始動後に潤滑油の圧力、冷却海水の量等の点検を行

っており、本インシデント当日も同様に行ったものの、異常が認めら

れなかった。 

 本船は、操舵室に、機関室を監視することができるモニタが設置さ

れており、本インシデント前、機関室の状態に異常が認められなかっ

た。 

 船長は、主機の潤滑油の減少状態からピストン及びシリンダライナ

の状況を推測しており、本インシデント前、ふだんと変わったことを

認めず、また、潤滑油を、本インシデントの約１か月前に新替えして

割損部 
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いた。 

 本船は、約４～５年ごとに主機の開放整備を行っており、前回、開

放整備を行ったのは、本インシデントの約２年前であった。 

 本インシデント後、機関修理会社が５番シリンダのピストン冷却ノ

ズルの流路をエアで吹かしたところ、内部にスラッジ等の堆積が認め

られた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、鷹巣港北西方沖を北西進中、主機５番シリンダのピストン

冷却ノズルの流路にスラッジ等が堆積して流路が狭まり、ピストン冷

却油量が減少したことから、ピストン及びシリンダライナの冷却及び

潤滑が阻害されて焼き付き、主機の運転ができなくなり、運航不能と

なったものと考えられる。 

 主機５番シリンダのピストン冷却ノズルの流路にスラッジ等が堆積

したのは、同冷却ノズルが長期間使用されたことによる可能性がある

と考えられるが、スラッジ等が堆積した状況を明らかにすることはで

きなかった。 

 ５番シリンダを除く全シリンダのピストン及びシリンダライナは、

クランクピンメタル等が破損し、破片が混入した潤滑油により冷却及

び潤滑されたことから、縦傷が生じた可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、鷹巣港北西方沖を北西進中、主機５番

シリンダのピストン冷却ノズルの流路にスラッジ等が堆積して流路が

狭まり、ピストン冷却油量が減少したため、ピストン及びシリンダラ

イナの冷却及び潤滑が阻害されて焼き付き、主機の運転ができなくな

ったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

・主機の開放時にピストン冷却ノズルの流路の点検を行うことが望

ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

鷹巣港灯台 


